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（表）
道路占用台帳
	氏名
	
	住所
	市　　　　　　町
郡　　　　　　村

	占用場所
	市　　　　　　町
郡　　　　　　村
	路線名
	線

	占用目的
	
	占用面積(㎡)(本)(ｍ)
	工作物件又は施設の構造

	占用料金
	円
	占用料金計算方法
	

	工事実施の方法
	
	工事の時期
	
	道路復旧方法

	許可年月日　指令番号
	期間
	（許可条件）

	年　　　月　　　日
	年　　　月　　　日から
	

	第　　　　　　号
	年　　　月　　　日まで
	

	年　　　月　　　日
	年　　　月　　　日から
	

	第　　　　　　号
	年　　　月　　　日まで
	

	年　　　月　　　日
	年　　　月　　　日から
	

	第　　　　　　号
	年　　　月　　　日まで
	

	

	第　　　　　　号
	年　　　月　　　日まで
	

	年　　　月　　　日
	年　　　月　　　日から
	

	第　　　　　　号
	年　　　月　　　日まで
	




（裏）
	氏名
	
	住所
	市　　　　町
郡　　　　村
	連絡先
	

	占用料調定収入状況
	
	
	
	
	
	
	
	（現場見取図）
	
	
	
	
	
	
	

	年度
	調定月日
	検
	収入月日
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別紙

道路占用許可書

指令　　第　　号
住所
氏名

　　　　年　　月　　日付けで申請の道路占用については、道路法（昭和27年法律第180号）第32条の規定に基づき、下記条件を付して許可する。
　　　　年　　月　　日

記

1　許可の内容
	路線名及び占用場所
	

	占用目的
	

	占用期間
	　　　　　年　　　月　　　日から
　　　　　年　　　月　　　日まで

	占用面積又は延長等
	

	工作物・物件又は施設の構造
	

	工事実施の方法
	

	工事の時期
	　　　　　年　　　月　　　日から
　　　　　年　　　月　　　日まで

	道路の復旧方法
	

	占用料
	熊本県道路占用料徴収条例に定める
額を納入通知書により納入すること。




2 　許可の条件
⑴　工事の着工、しゅん工については、産山村長に着工届、しゅん工届を提出するとともに、指示及び検査を受けること。
⑵　工事の施行にあたっては、別添図面に基づき、交通の支障にならない方法をとり、必要な標識及び施設を設け、別途所轄警察署長の道路使用許可を受けること。
⑶　本占用に起因して、既設工作物又は第三者に損害を与えたときは、申請者の負担により処理すること。
⑷　道路に関する工事等により、村長が必要と認めるときは、申請者の負担において、移転・撤去すること。
⑸　占用期間が満了したとき又は中途において占用を廃止したときは、申請者の負担において原形復旧するとともに廃止届を提出すること。
教示
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、産山村長に対し異議申し立てを、審査請求をすることができる。
